
第１１８号議案   

 

 

 

新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例等の 

一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

令和７年１２月１１日 

 

 

                                          新宮町長  桐 島 光 昭   

 

 

理 由 

料金等算定における消費税の端数処理の対象を明確にするため、新宮町漁業

集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の一部

を改正するもので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第

１号の規定により町議会の議決を求めるものである。 
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新宮町条例第   号 

 

 

    新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例等の 

一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

 

新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する

条例（令和７年新宮町条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、同項の

次に次の４項を加える。 

 （新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理

に関する条例第１０条第１項の規定は、令和８年３月３１日以前から継続し

て処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行後初回の計量まで

に算定されたものについては、なお従前の例による。 

 （新宮町下水道条例の経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の新宮町下水道条例第１７条第１項の規定は、

令和８年３月３１日以前から継続して公共下水道を使用している者に係る使

用料であって、施行後初回の計量までに算定されたものについては、なお従

前の例による。 

 （新宮町水道条例の経過措置） 

４ 第３条の規定による改正後の新宮町水道条例第２５条第１項の規定は、令

和８年３月３１日以前から継続して水道を使用している者に係る料金であっ

て、施行後初回の計量までに算定されたものについては、なお従前の例によ

る。 

 （新宮町簡易水道条例の経過措置） 

５ 第４条の規定による改正後の新宮町簡易水道条例第２５条第１項の規定

は、令和８年３月３１日以前から継続して水道を使用している者に係る料金

であって、施行後初回の計量までに算定されたものについては、なお従前の

例による。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



（参考資料） 

- 2 - 

新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年新宮町条例

第17号)新旧対照表 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。 

  （新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び 

管理に関する条例の経過措置） 

2 第1条の規定による改正後の新宮町漁業集

落排水処理施設の設置及び管理に関する

条例第10条第1項の規定は、令和8年3月31

日以前から継続して処理施設を使用して

いる者に係る使用料であって、施行後初回

の計量までに算定されたものについては、

なお従前の例による。 

 （新宮町下水道条例の経過措置） 

3 第2条の規定による改正後の新宮町下水道

条例第17条第1項の規定は、令和8年3月31

日以前から継続して公共下水道を使用し

ている者に係る使用料であって、施行後初

回の計量までに算定されたものについて

は、なお従前の例による。 

 （新宮町水道条例の経過措置） 

4 第3条の規定による改正後の新宮町水道条

例第25条第1項の規定は、令和8年3月31日

以前から継続して水道を使用している者

に係る料金であって、施行後初回の計量ま

でに算定されたものについては、なお従前

の例による。 

 （新宮町簡易水道条例の経過措置） 

5 第4条の規定による改正後の新宮町簡易水

道条例第25条第1項の規定は、令和8年3月3

1日以前から継続して水道を使用している

者に係る料金であって、施行後初回の計量

までに算定されたものについては、なお従

前の例による。 

 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 

  

 


